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【
史
　
料
】近

江
商
人
矢
尾
家
の
遺
言
書

末
　
永
　
國
　
紀

本
　
村
　
希
　
代

奥
　
田
　
以
　
在

近
江
国
蒲
生
郡
中
在
寺
村
出
身
の
矢
尾
喜
兵
衛
家
に
は
、
遺
言
書
と
目
さ
れ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
一
つ
は
初
代
矢
尾
喜
兵
衛
が
安
永
八
年
正
月
に

記
し
た
「
身
上
譲
書
覚
　
下
書
」
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
四
代
目
矢
尾
喜
兵
衛
の
弟
で
、
分
家
の
矢
尾
治
兵
衛
に
よ
る
作
成
年
月
日
不
詳
の
「
遺
言
」
で

あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
四
代
目
喜
兵
衛
が
書
き
留
め
た
年
未
詳
の
「
男
女
と
も
若
き
人
の
心
得
有
べ
き
事
」
・
「
此
度
店
之
若
者
子
供
等
へ
申
諭
し
異

見
之
事
」
の
二
編
を
一
種
の
遺
言
と
見
な
し
て
、
計
四
編
を
矢
尾
家
の
遺
言
書
と
し
て
掲
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

矢
尾
家
の
歴
代
当
主
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
の
で
（
１
）
、
こ
こ
で
は
必
要
な
範
囲
で
系
譜
を
略
述
し
て
お
こ
う
。
初
代
喜
兵
衛
は
中
在
寺
村
の
農
業
、
大
橋

利
兵
衛
の
次
男
と
し
て
正
徳
元
年
に
生
れ
た
。
幼
名
は
新
治
郎
。
幼
時
か
ら
同
郷
の
日
野
栗
屋
町
の
矢
野
新
右
衛
門
家
に
奉
公
に
入
り
、
そ
の
出
店
で
あ

る
武
蔵
国
秩
父
郡
下
吉
田
の
日
野
屋
五
郎
右
衛
門
と
称
す
る
呉
服
太
物
店
に
勤
務
し
て
支
配
人
に
ま
で
登
り
つ
め
た
。
寛
延
二
年
三
九
歳
で
別
家
し
、
同

国
大
宮
郷
に
酒
造
業
と
日
用
品
の
卸
小
売
業
、
質
屋
業
を
開
店
し
た
。
主
家
の
矢
野
新
右
衛
門
家
と
の
折
半
出
資
に
よ
る
乗
合
商
い
で
あ
り
、
経
営
は
喜

兵
衛
が
担
当
し
、
店
名
を
桝
屋
利
兵
衛
と
称
し
た
。
富
啓
と
号
し
た
初
代
は
、
五
〇
歳
で
近
江
国
蒲
生
郡
平
林
村
の
居
永
七
左
衛
門
の
子
女
「
恒つ
ね

」
と
結

婚
し
、
三
男
一
女
を
得
た
が
、
長
男
は
早
世
し
た
。
次
男
は
忠
次
郎
、
三
男
は
友
四
郎
、
四
男
が
勘
六
で
あ
る
。
没
年
は
天
明
四
年
五
月
一
五
日
、
享
年

七
四
。
法
名
は
釈
休
意
。

二
代
目
喜
兵
衛
は
、
初
代
の
次
男
で
あ
り
、
幼
名
を
忠
次
郎
、
弥
堅
と
号
し
、
隠
居
名
を
弥
四
郎
と
称
し
た
。
宝
暦
一
二
年
の
出
生
で
あ
る
。
初
代
が
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没
し
た
時
は
二
三
歳
で
あ
り
、
文
化
一
三
年
ま
で
の
三
七
年
間
店
務
を
み
た
。
蒲
生
郡
十
禅
師
村
か
ら
迎
え
た
妻
「
う
め
」
と
の
間
に
二
人
の
男
児
を
得

た
が
、
い
ず
れ
も
夭
死
し
た
の
で
、
小
兵
衛
と
称
し
て
す
で
に
分
家
し
て
い
た
末
弟
に
跡
目
を
継
が
せ
た
。
没
年
は
、
天
保
一
二
年
、
享
年
七
九
。
法
名

釈
休
善
。

し
た
が
っ
て
三
代
目
は
、
二
代
目
の
弟
で
あ
る
。
生
年
は
明
和
八
年
。
幼
名
は
勘
六
、
中
年
は
新
助
あ
る
い
は
治
兵
衛
と
名
乗
り
、
字
は
保
之
、
号
は

立
誠
堂
で
あ
る
。
文
化
五
年
か
ら
天
保
四
年
ま
で
店
務
を
担
当
し
た
。
蒲
生
郡
鎌
掛
村
の
岡
幸
八
の
娘
「
美
和
」
と
の
間
に
三
男
二
女
を
も
う
け
た
。
没

年
は
嘉
永
二
年
、
享
年
七
八
。
法
名
は
釈
休
誠
。

四
代
目
喜
兵
衛
は
、
三
代
目
の
長
男
で
あ
り
、
幼
名
を
忠
四
郎
、
中
年
に
新
助
、
字
は
忍
之
、
号
を
松
下
堂
・
恐
天
舎
・
如
猿
・
天
秤
棒
世
渡
等
と
称

し
た
。
文
化
六
年
に
生
れ
、
文
政
五
年
に
一
四
歳
で
店
に
入
り
、
天
保
四
年
か
ら
没
す
る
当
年
の
安
政
三
年
ま
で
当
主
の
座
に
あ
っ
た
。
妻
「
エ
ン
」
を

蒲
生
郡
日
野
の
山
中
万
兵
衛
家
か
ら
迎
え
、
一
男
一
女
を
も
う
け
た
。
享
年
四
八
、
法
名
は
釈
休
心
。

五
代
目
喜
兵
衛
は
、
四
代
目
の
長
男
と
し
て
嘉
永
二
年
に
生
れ
た
。
幼
名
を
捨
蔵
、
保
継
と
号
し
た
。
安
政
三
年
の
八
歳
の
時
に
一
度
に
両
親
を
亡
く

し
、
叔
父
の
庇
護
の
も
と
に
成
長
し
、
秩
父
店
へ
の
初
下
り
は
文
久
二
年
正
月
十
日
、
一
四
歳
で
あ
っ
た

（
２
）
。
慶
応
三
年
三
月
の
宗
門
御
改
人
別
書
に
よ
れ

ば
、
秩
父
店
の
陣
容
は
、
桝
屋
利
兵
衛
と
名
乗
っ
た
一
九
歳
の
当
主
と
、
五
七
歳
の
叔
父
治
兵
衛
、
二
八
歳
の
甥
の
清
兵
衛
が
同
族
で
あ
り
、
店
員
は
四

八
歳
の
支
配
人
清
助
を
は
じ
め
二
〇
人
で
あ
っ
た

（
３
）
。

矢
尾
治
兵
衛
忠
直
は
、
三
代
目
矢
尾
喜
兵
衛
の
次
男
で
あ
り
、
四
代
目
喜
兵
衛
の
弟
で
あ
る
。
幼
名
捨
松
、
中
年
は
友
八
、
忠
直
と
称
し
、
文
化
八
年

の
出
生
で
、
文
政
八
年
一
五
歳
で
入
店
し
、
兄
と
と
も
に
店
務
に
就
い
た
。
安
政
三
年
に
兄
夫
婦
が
同
じ
年
に
没
し
た
の
で
、
四
六
歳
で
本
家
の
後
見
役

と
し
て
、
ま
だ
八
歳
で
あ
っ
た
五
代
目
喜
兵
衛
を
補
佐
し
、
安
政
五
年
に
分
家
し
て
治
兵
衛
と
名
乗
っ
た
（
４
）
。
治
兵
衛
は
明
治
二
年
五
九
歳
で
引
退
し
（
５
）
、

翌
三
年
に
没
し
た
。
享
年
六
〇
、
法
名
釈
休
泰
。
治
兵
衛
に
は
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
中
在
寺
村
の
高
橋
藤
蔵
の
次
男
清
兵
衛
を
養
嗣
子
と
し
、
兄
喜
兵

衛
の
娘
を
こ
れ
に
配
し
た
。

初
代
に
よ
る
安
永
八
年
の
「
身
上
譲
書
覚
　
下
書
」
は
、
六
九
歳
の
初
代
喜
兵
衛
が
親
族
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
、
秩
父
大
宮
の
桝
屋
利
兵

衛
店
が
主
家
の
日
野
栗
屋
町
矢
野
新
右
衛
門
と
の
同
率
折
半
の
乗
合
店
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
内
容
は
、
末
子
の
勘
六
、
妻
「
恒
」
二
人
の
息
子
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三
三

（
三
三
八
）

忠
次
郎
（
二
代
目
喜
兵
衛
）
と
友
四
郎
（
後
の
分
家
矢
尾
友
四
郎
家
）
へ
の
財
産
分
与
で
あ
る
。
勘
六
が
成
人
し
た
な
ら
ば
、
一
〇
〇
両
の
金
子
・
四
ヶ

所
の
田
地
・
割
山
と
頼
母
子
の
権
利
を
渡
す
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
妻
の
「
恒
」
へ
は
寺
参
り
銭
と
し
て
金
五
〇
両
を
譲
り
、
こ
れ
を
店
に
預
け
て
年
利

八
分
の
利
息
を
毎
年
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
残
り
の
金
銭
は
忠
次
郎
七
分
、
友
四
郎
三
分
に
分
け
、
他
に
友
四
郎
へ
は
田
地
四
ヶ
所
、
二
ヶ

所
の
割
山
と
二
口
の
頼
母
子
の
権
利
を
成
人
後
に
渡
す
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
友
四
郎
に
対
し
て
は
、
家
屋
敷
を
建
て
、
相
応
の
渡
世
が
で
き
る

よ
う
に
商
売
を
見
立
て
て
や
る
こ
と
を
兄
の
忠
次
郎
へ
命
じ
て
い
る
。
兄
弟
を
は
じ
め
親
類
も
含
め
て
同
族
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
、
定
ま
っ
た
仏
日
を
大
切

に
勤
め
る
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
。

四
代
目
喜
兵
衛
の
筆
記
に
よ
る
「
男
女
と
も
若
き
人
の
心
得
有
べ
き
事
」
・
「
此
度
店
之
若
者
子
供
等
へ
申
諭
し
異
見
之
事
」
の
二
編
は
、
い
ず
れ
も

奉
公
人
へ
の
教
諭
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
若
い
時
は
付
き
合
う
友
に
影
響
さ
れ
易
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
柄
や
正
直
さ
や
実
意
が
あ
り
、
知
識
が
あ
っ

て
常
識
を
弁
え
た
人
に
親
し
む
よ
う
に
心
掛
け
る
こ
と
、
不
寛
容
や
欲
心
や
慢
心
が
あ
れ
ば
心
の
隙
が
生
じ
て
悪
魔
に
乗
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
信
心
を
深
め
、

謙
虚
に
身
を
持
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

後
者
は
、
遠
国
の
出
店
で
商
い
に
従
事
す
る
奉
公
人
へ
の
申
し
諭
し
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遠
国
か
ら
来
訪
し
て
他
国
商
い
に
従
事
す
る
商
人
は
、
地

元
の
商
人
と
は
立
場
が
異
な
る
か
ら
、
特
に
品
行
に
は
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
人
で
さ
え
奉
公
人
の
手
前
が
あ
り
、
子
孫
の
目
も
気
に
な
る

の
で
堅
く
身
を
ま
も
る
も
の
で
あ
る
、
い
わ
ん
や
奉
公
人
の
身
で
あ
れ
ば
忠
義
に
勤
め
、
立
身
出
世
を
目
指
す
こ
と
が
道
に
叶
う
こ
と
で
あ
る
。
立
身
出

世
は
、
色
情
を
堅
く
慎
ま
な
け
れ
ば
達
成
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
商
家
は
日
常
に
金
銭
を
扱
う
業
で
あ
る
か
ら
、
身
持
ち
は
堅
固
で
潔
白
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
上
位
の
職
に
あ
る
も
の
ほ
ど
立
居
振
舞
い
は
正
し
く
し
て
、
下
位
の
者
の
手
本
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
若
い
時
に
、
怖
い
と
い

う
こ
と
と
恥
か
し
い
と
い
う
こ
と
と
を
弁
え
て
お
か
な
い
と
、
大
成
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
編
は
、
遠
国
渡
世
の
近
江
店
の
奉
公
人
に
対
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
品
行
に
気
を
配
る
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
。
内
容
か
ら
見
て
こ
の
教
諭
は
、

四
代
目
の
晩
年
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
秩
父
開
店
後
一
〇
〇
年
を
経
て
な
お
、
明
確
な
他
国
者
と
し
て
の
自
己
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
出
店
を
開
い
た
地
域
へ
の
配
慮
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

矢
尾
治
兵
衛
忠
直
の
「
遺
言
」
の
作
成
さ
れ
た
年
次
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
書
に
「
当
夏
よ
り
俄
ニ
精
心
相
衰
へ
何
と
な
く
無
心
元
存
候
」
と
あ
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る
の
で
、
治
兵
衛
が
五
九
歳
で
引
退
し
た
明
治
二
年
頃
に
認
め
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
遺
言
」
の
宛
先
は
、
治
兵
衛
が
八
歳
の
時
か
ら
手

塩
に
か
け
て
育
て
た
五
代
目
喜
兵
衛
で
あ
る
。

第
一
条
で
は
、
国
恩
と
父
母
の
恩
を
忘
れ
ず
、
奢
り
を
慎
み
、
貪
欲
を
戒
め
、
陰
徳
を
積
む
こ
と
が
専
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
条
は
、
家
業

を
油
断
の
な
い
よ
う
に
励
み
、
功
績
の
あ
る
奉
公
人
を
引
き
立
て
、
主
従
は
苦
楽
を
共
に
し
、
苦
を
と
も
に
す
る
だ
け
で
楽
を
共
に
し
な
い
よ
う
で
は
家

国
を
失
う
こ
と
に
な
る
、
と
警
告
し
て
い
る
。
第
三
条
で
は
、
妻
子
へ
の
愛
に
溺
れ
ず
、
主
従
の
間
に
仁
義
の
道
の
通
い
合
う
こ
と
を
こ
そ
楽
し
み
の
第

一
と
せ
よ
、
と
諭
し
て
い
る
。
第
四
条
は
、
三
代
目
と
四
代
目
の
書
き
残
し
た
当
主
の
心
得
書
を
毎
日
拝
読
す
る
こ
と
、
ち
ょ
っ
と
見
た
目
に
は
何
と
い

う
こ
と
も
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
本
当
に
家
業
に
辛
労
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
心
に
沁
み
る
言
葉
で
あ
る
、
と
教
え
て
い
る
。

第
五
条
は
、
商
家
の
主
人
と
学
問
の
関
わ
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
学
問
な
ど
は
好
き
な
ら
ば
気
の
お
も
む
く
ま
ま
に
勉
強
し
て
も
よ
く
、
と

く
に
好
み
で
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
捨
て
置
い
て
も
構
わ
な
い
。
し
か
し
、
父
親
で
あ
る
四
代
目
が
好
ん
だ
心
学
の
書
物
は
毎
日
読
誦
す
る
こ
と
が
大
事
で

あ
る
。
相
当
の
商
家
の
当
主
が
心
学
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
家
の
長
久
は
危
う
く
、
行
動
は
仁
義
を
離
れ
て
、
強
欲
商
人
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

と
述
べ
、「
心
学
見
聞
草
」
等
の
覚
書
を
残
す
ほ
ど
石
門
心
学
に
心
酔
し
て
い
た
四
代
目
の
薫
陶
を
受
け
継
ぎ
、
商
家
の
主
と
し
て
の
修
養
を
積
む
こ
と

を
も
と
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
今
ま
で
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
か
っ
た
近
江
商
人
と
石
門
心
学
の
明
瞭
な
関
係
を
み
て
と
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

第
六
条
は
、
難
渋
人
や
病
人
な
ど
の
恵
ま
れ
な
い
者
へ
の
施
与
は
、
何
も
不
自
由
な
く
暮
ら
し
て
い
る
者
の
当
然
の
務
め
で
あ
る
と
し
て
、
決
し
て
無

慈
悲
に
扱
わ
な
い
よ
う
に
諭
し
て
い
る
。
第
七
条
は
、
秩
父
店
開
業
に
際
し
て
、
酒
造
株
を
年
一
五
両
の
借
料
で
貸
し
て
く
れ
た
同
地
大
宮
郷
の
書
割
名

主
で
あ
る
松
本
惣
左
衛
門
家
へ
の
恩
義
を
忘
れ
ず
、
松
本
家
に
た
と
え
任
に
耐
え
な
い
当
主
が
出
て
も
同
家
を
大
切
に
取
り
扱
う
こ
と
を
頼
ん
で
い
る
。

第
八
条
以
下
は
、
も
っ
ぱ
ら
治
兵
衛
家
の
家
内
向
き
の
処
理
を
述
べ
た
条
項
が
並
ん
で
い
る
だ
け
な
の
で
、
解
題
を
略
す
。

治
兵
衛
に
よ
る
こ
の
「
遺
言
」
の
よ
う
に
、
前
半
部
分
で
経
験
に
基
づ
く
商
法
一
般
に
通
じ
る
よ
う
な
内
容
を
記
し
た
後
、
後
半
で
家
事
向
き
の
こ
ま

ご
ま
し
た
指
示
を
書
き
並
べ
た
遺
言
書
の
様
式
は
、「
三
方
よ
し
」
の
原
典
と
な
っ
た
、
神
崎
郡
石
馬
寺
村
の
中
村
治
兵
衛
宗
岸
に
よ
る
「
書
置
」
の
方

式
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る

（
６
）
。



近
江
商
人
矢
尾
家
の
遺
言
書
（
末
永
・
本
村
・
奥
田
）

三
五

（
三
三
六
）

註（
１
）
末
永
國
紀
「
近
江
商
人
矢
尾
喜
兵
衛
家
の
年
中
行
事
と
作
善
―
武
州
秩
父
店
の
場
合
―
」（
同
志
社
大
学
『
経
済
学
論
叢
』
第
四
七
巻
第
四
号
、
一
九
九
六
年
）。

（
２
）「
矢
尾
家
累
歴
」（
矢
尾
新
助
家
所
蔵
）
一
九
一
頁
。

（
３
）
同
書
、
一
九
三
頁
。

（
４
）
同
書
、
一
九
四
頁
。

（
５
）
同
書
、
一
九
五
頁
。

（
６
）
末
永
國
紀
「
近
江
商
人
中
村
治
兵
衛
宗
岸
の
「
書
置
」
と
「
家
訓
」
に
つ
い
て
│
「
三
方
よ
し
」
の
原
典
考
証
―
」（『
同
志
社
商
学
』
第
五
〇
巻
第
五
・
六
号
、
一

九
九
九
年
）。

本
稿
は
、
平
成
一
五
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
特
別
補
助
高
度
化
推
進
特
別
経
費
大
学
院
重
点
特
別
経
費
（
研
究
科
分
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

凡
例

・
原
文
に
は
適
宜
読
点
「
、」
を
付
し
た
。

・
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
、
人
名
な
ど
固
有
名
詞
に
つ
い
て
は
原
文
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
。

・
か
な
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
が
、
者
（
は
）
・
茂
（
も
）
・
而
（
て
）
な
ど
の
助
詞
、
〆
（
し
め
）
・
A
（
よ
り
）
に
つ
い
て
は

も
と
の
字
体
の
ま
ま
と
し
た
。

・
誤
字
・
宛
字
な
ど
に
つ
い
て
は
、
適
宜
（

）
で
傍
注
し
た
。

・
意
味
が
通
じ
に
く
い
が
原
本
の
ま
ま
と
し
た
時
は
（
マ
マ
）
を
加
え
た
。



第
五
六
巻
第
三
号

三
六

（
三
三
五
）

・
符
丁
は
未
解
明
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
。

「
（
表
紙
）

己
安
永
八
年

身
上
譲
書
覚
　
下
書

亥
正
月
吉
日
　
　
　
」

身
代
惣
有
物
譲
り
書
之
事

武
州
秩
父
郡
大
宮
町

舛
屋
利
兵
衛
名
代
出
店
惣
有
物
并
ニ
諸
道
具
之
類
共
々

半
分
ハ

日
野
栗
屋
町

新
右
衛
門
殿

半
分
ハ

中
在
寺

喜
兵
衛
分

則
出
店
取
立
初
之
節
、
互
ニ
取
引
書
仕
所
持
有
之
候

右
之
出
店
惣
有
物
又
ハ
生
国
居
宅
金
銭
共
分
ケ
、
譲
り
置
申
所
奥
筆
ニ
印
置
キ
申
者
也

右
之
金
子
之
内

一
金
百
両

弟
勘
六

一
古
川
田
地
　
　
　
　
　
　
壱
反

此
高
壱
石
五
斗
一
升
七
合



近
江
商
人
矢
尾
家
の
遺
言
書
（
末
永
・
本
村
・
奥
田
）

三
七

（
三
三
四
）

一
下
ノ
小
田
　
　
　
　
　
　
壱
ヶ
所

此
高
壱
斗
六
升
七
合

一
小
和
代
平
六
田
　
　
　
　
壱
ヶ
所

此
高
壱
石
弐
斗
七
升
四
合

一
栗
林
藤
右
衛
門
田
　
　
　
壱
ヶ
所

此
高
六
斗
九
升
壱
合

〆
四
ヶ
所

十
三
ヶ
年
以
前
亥
年
初

一
平
林
作
右
衛
門
頼
母
子
　
壱
口

五
ヶ
年
前
未
年
初

一
村
光
山
寺
同
　
　
　
　
　
壱
口

〆
弐
口

一
割
山

神
明
講
谷
武
八
山

沢
ノ
上
藤
蔵
山
高
塚
西
也

〆
弐
割

右
之
四
品
勘
六
ニ
譲
申
、
成
人
之
砌
無
相
違
相
可
為
渡
事

一
金
五
拾
両
也
　
　
　
　
　
お
つ
ね
ニ



第
五
六
巻
第
三
号

三
八

（
三
三
三
）

右
御
寺
参
銭
ニ
譲
置
也
、
則
平
林
長
兵
衛
殿
ニ
預
ケ
有
、
預
り
書
請
取
置
、
尤
年
ニ
八
分
宛
之
割
合
利
足
毎
年
請
取
、
お
つ
ね
方
江
相
渡
シ
、
随
分
御

寺
参
出
情
可
被
致
候

安
永
五
年
丙
申
年
長
兵
衛
殿
ニ
預
ケ
置

右
相
違
無
之
候

右
引
残
り
金
銭
分
ケ
口

七
分
通
り

兄
忠
次
郎

三
分
通
り

中
友
四
郎

一
小
和
代
新
八
田
　
　
　
　
壱
反

此
高
壱
石
七
斗
弐
升
八
合町

数
弐
数

一
三
治
六
作
兵
衛
田
　
　
　
壱
反

此
高
壱
石
七
斗
五
升
四
合

四
ヶ
年
前
申
年
初

一
平
林
茂
兵
衛
頼
母
子
　
　
一
口

十
ヶ
年
前
寅
年
初

一
村
作
兵
衛
同
　
　
　
　
　
壱
口



近
江
商
人
矢
尾
家
の
遺
言
書
（
末
永
・
本
村
・
奥
田
）

三
九

（
三
三
二
）

一
割
山
神
明
講
谷
又
七
山
　
壱
割

一
大
谷
砂
谷
長
兵
衛
山
　
　
壱
割

一
二
合
前
塚
之
本
田
　
　
　
壱
ヶ
所

此
高
壱
石
五
升
七
合

一
小
井
大
前
清
九
郎
西
田
　
壱
ヶ
所

此
高
五
斗
八
升
九
合

右
田
地
〆
三
反

町
数
五
ヶ
所
也

右
〆
四
品
友
四
郎
譲
り
、
成
人
之
砌
無
相
違
相
渡
可
申

口
上

一
衣
類
等
諸
道
具
共
外
何
ニ
不
寄
皆
々
了
簡
ヲ
請
以
相
談
兄
弟
三
人
配
分
仕
請
納
可
致
也

一
友
四
郎
成
仁
之
砌
ニ
屋
敷
家
宅
相
応
ニ
相
作
、
又
相
応
之
商
売
見
立
相
応
之
渡
世
種
拵
相
可
為
渡
事
、
兄
方
A

右
之
通
此
書
印
置
申
事
ハ
不
及
申
ニ
、
何
事
ニ
不
限
少
た
り
共
無
違
乱
兄
弟
共
外
親
る
ひ
縁
る
ひ
迄
テ
相
互
ニ
む
つ
ま
敷
仕
百
性
相
続
可
仕
者
也

一
自
今
弥
々
相
不
替
家
々
繁
昌
相
続
仕
候
ニ
付
テ
茂
、
毎
月
三
十
日
廿
九
日
初
九
日
仏
日
大
切
ニ
相
守
り
、
急
度
志
シ
相
勤
メ
可
被
申
事

一
日
野
表
江
順
儀
前
々
之
格
敷
ニ
此
跡
一
代
ハ
相
勤
メ
可
被
申
事

右
之
通
少
茂
無
相
違
跡
敷
相
達
シ
可
被
成
候
事
、
為
其
如
斯

此
一
札
者
下
書
也
、
又
此
通
今
一
札
永
代
帳
奥
ニ
口
立
仕
、
前
後
無
之
様
ニ
美

（
微
）

細
ニ
書
印
致
置
キ
申
候
、
以
上



第
五
六
巻
第
三
号

四
〇

（
三
三
一
）

安
永
八
年

己
亥
正
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
親喜

兵
衛
`

身
寄
御
衆
中子

供
旨

「
（
裏
表
紙
）
中
在
寺

矢
尾
喜
兵
衛
`

」

男
女
と
も
若
き
人
の
心
得
有
べ
き
事

一
世
尓
彼
の
人
ハ
人
柄
之
人
、
正
し
き
人
、
実
意
の
人
、
物
を
知
り
能
く
弁
へ
有
人
な
と
云
ふ
人
ニ
ハ
常
ニ
近
付
寄
て
よ
し
、
又
彼
の
者
ハ
不
実
意
者
、

不
正
者
、
不
筋
者
、
横
道
者
、
強
欲
者
と
云
ふ
所
へ
ハ
必
近
寄
へ
か
ら
す
、
わ
か
身
わ
か
心
ハ
自
明
尓
し
て
、
彼
者
な
と
の
諂
ひ
口
説
な
と
尓
ハ
乗
る

も
の
ニ
あ
ら
す
、
彼
の
者
ハ
彼
の
者
程
尓
見
て
居
れ
ば
、
余
最
哉
欺
か
る
ゝ
事
ハ
あ
ら
し
、
蓮
ハ
泥
中
A
出
て
潔
き
も
の
な
り
、
此
方
の
胸
中
さ
へ
正

し
け
れ
ば
、
何
の
妨
も
な
し
な
と
思
ふ
ハ
、
は
や
大
驕
慢
尓
し
て
、
災
を
招
く
端
尓
も
及
ふ
も
の
也
、
芝
蘭
の
室
尓
入
る
時
ハ
久
く
し
て
其
香
を
き
か

す
、
鮑
魚
の
肆
尓
入
る
時
ハ
久
し
て
そ
の
嗅
を
き
か
す
と
あ
り
て
、
朱
尓
交
れ
ハ
赤
く
、
炭
尓
交
れ
ハ
黒
く
、
人
ハ
善
悪
の
友
尓
よ
る
、
何
時
と
な
く

其
風
尓
移
り
易
き
ハ
人
こ
ゝ
ろ
な
り
、
只
何
事
も
大
ニ
誤
を
仕
出
す
と
云
ふ
ハ
、
第
一
不
勘
弁
、
第
二
慾
心
、
第
三
慢
心
、
凡
此
三
ツ
A
し
て
犯
さ

る
ゝ
事
も
有
も
の
な
れ
ば
、
後
ニ
て
見
れ
バ
其
初
ハ
瑣
細
の
事
よ
り
起
り
て
、
取
ツ
て
返
ら
ぬ
先
非
後
悔
を
致
す
所
尓
及
ふ
事
の
有
も
の
な
れ
ば
、
常

尓
敬
ミ
あ
り
て
神
仏
を
信
心
い
た
し
、
わ
か
身
を
御
守
り
玉
ふ
や
う
ニ
願
ふ
へ
し
、
左
ハ
な
し
く
て
油
断
あ
れ
は
、
其
透
間
を
伺
ひ
悪
魔
の
覗
き
、
殊



近
江
商
人
矢
尾
家
の
遺
言
書
（
末
永
・
本
村
・
奥
田
）

四
一

（
三
三
〇
）

尓
よ
れ
ハ
身
の
仕
様
も
な
き
程
の
災
難
尓
及
ふ
事
も
出
来
る
も
の
な
れ
ば
、
恐
れ
謹
而
今
日
の
心
得
方
至
極
大
事
ニ
候
な
り

君
子
危
尓
近
寄
ら
す
と
云
ふ
尊
き
御
教
訓
を
守
る
べ
し

古
歌
ニ

よ
き
人
と
結
ひ
て
あ
し
き
事
ハ
な
し
麻
の
中
な
る
艾
見
る
尓
も
一
声
も
時
鳥
よ
り
聞
た
き
ハ
誠
の
道
を
語
る
世
の
人

人
な
ら
バ
怨
ミ
も
す
べ
し
如
何
尓
せ
ん
我
を
透
す
ハ
わ
か
こ
ゝ
ろ
な
り

敬
ミ
を
人
の
こ
ゝ
ろ
の
根
と
知
れ
バ
言
葉
の
花
も
誠
尓
そ
咲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
天
舎
忍
之
　
　
　
　
　

此
度
店
之
若
者
子
供
等
ヘ
申
諭
し
異
見
之
事

一
遠
国
渡
世
の
身
分
ハ
地
の
商
人
衆
と
違
ひ
、
身
持
又
格
別
正
し
く
有
へ
き
筈
之
事
也
、
主
人
た
る
者
の
今
日
之
辛
抱
勤
と
云
ふ
も
外
の
事
ニ
あ
ら
す
、

我
か
子
孫
と
手
代
と
の
怖
さ
尓
何
程
の
身
代
の
主
人
ニ
而
も
堅
く
身
を
守
る
な
り
、
況
哉
奉
公
人
ハ
不
及
申
今
日
の
勤
を
忠
義
の
二
ツ
守
り
て
、
行
々

冥
慮
尓
叶
ひ
立
身
出
世
を
願
ふ
事
今
日
の
道
ニ
候
也
、
然
ル
ニ
今
時
の
人
ハ
早
く
も
色
情
の
気
出
ル
ハ
全
慎
ミ
の
薄
き
故
な
り
、
万
事
立
身
出
世
を
心

尓
懸
る
人
ハ
第
一
色
情
を
堅
ク
慎
ミ
有
べ
き
事
也
、
賤
き
歌
舞
妓
役
者
共
ニ
而
も
立
身
出
世
を
願
ふ
者
ハ
廿
才
前
位
ニ
而
ハ
至
極
身
を
戒
め
有
由
ニ
候

也
、
職
人
も
能
人
ニ
成
る
事
ハ
容
易
ニ
あ
ら
す
、
百
姓
ハ
善
職
な
れ
と
仕
易
き
業
な
れ
ハ
廿
才
前
ニ
而
は
や
一
人
の
勤
も
出
来
る
も
の
也
、
故
ニ
年
々

上
方
筋
ニ
而
ハ
三
両
弐
分
哉
三
両
三
分
之
給
金
常
ニ
金
銭
手
ニ
あ
ら
す
、
職
人
の
弟
子
ハ
拾
ヶ
年
の
勤
明
て
一
人
の
働
き
な
り
、
故
ニ
聊
身
持
不
慎
と

い
へ
と
も
深
き
事
出
来
か
た
し
、
商
人
の
事
ハ
主
人
の
身
代
と
申
な
か
ら
日
用
ニ
金
銭
を
持
扱
ふ
業
な
れ
ば
、
身
持
志
ハ
正
し
く
潔
白
ニ
な
く
て
ハ
叶

ハ
ぬ
事
也
、
取
締
の
な
き
主
人
支
配
人
の
其
外
上
ニ
立
居
も
の
不
慎
な
ら
ハ
是
非
な
し
、
上
ニ
立
居
者
身
持
正
し
く
其
家
ニ
奉
公
す
る
者
か
若
哉
不
埒

不
正
を
仕
出
し
た
る
者
無
之
、
其
咎
遁
れ
か
た
し
と
知
る
へ
し
、
只
々
冥
顕
一
致
の
事
、
能
々
心
得
有
へ
き
事
ニ
候
な
り
、
心
を
入
て
人
を
仕
ふ
時
ハ

一
人
ニ
而
も
余
慶
尓
人
の
頭
尓
立
者
ほ
と
心
気
を
痛
め
候
事
、
此
儀
能
々
若
者
子
供
尓
至
る
迄
深
く
察
し
知
る
べ
し
、
取
分
ケ
若
年
之
比
ハ
怖
い
と
恥

し
い
と
の
二
ツ
を
知
ら
さ
る
者
ハ
、
行
々
能
き
人
物
知
り
か
た
し
、
此
義
若
者
頭
子
供
へ
為
申
聞
可
被
成
候
、
常
正
し
く
御
聞
せ
之
程
相
頼
申
入
候



第
五
六
巻
第
三
号

四
二

（
三
二
九
）

恐
天
舎
忍
之
　
　
　
　
　

「
当
夏
よ
り

（
　
表
　
紙
　
）

俄
ニ
精
心
相
衰
ヘ
何
と
な
く
無
心
元
存
候
間
、
愚
意
之
趣
并
ニ
願
之
條
々
申
上
置
候

遺
言

矢
尾
氏
三
代
目休

誠
居
士
二
子

矢
尾
治
兵
衛
忠
直
　
　
　
」

一
神
仏
を
尊
ミ
御
公
儀
を
恐
れ
御
国
恩
を
始
と
し
て
先
祖
A
父
母
之
御
恩
を
忘
す
、
身
分
を
弁
ヘ
奢
り
を
慎
、
貪
欲
を
い
ま
し
め
陰
徳
を
積
む
之
心
が
け

専
要
ニ
候
事

一
家
業
弥
々
繁
昌
致
し
候
共
、
聊
油
断
心
無
之
増
々
精
神
を
入
れ
、
家
人
を
あ
ハ
れ
ミ
功
臣
を
引
立
苦
楽
共
ニ
主
従
不
同
無
之
様
常
々
心
得
可
被
成
候
、

苦
ミ
を
と
も
尓
し
楽
ミ
を
共
尓
せ
す
し
て
、
家
国
を
失
ひ
候
愚
商
人
愚
武
将
方
往
古
よ
り
数
多
有
之
候
儀
者
、
追
々
御
学
び
可
被
成
候
得
共
猶
も
申
上

候
一
我
身
之
不
自
由
を
愁
ふ
へ
か
ら
す
、
功
臣
尓
手
当
之
薄
き
を
愁
ふ
へ
し
、
妻
子
之
愛
着
を
楽
む
へ
か
ら
す
、
臣
下
之
我
尓
親
睦
し
て
主
従
之
間
尓
仁
義

之
風
味
之
有
る
事
を
自
得
し
て
、
是
を
楽
之
第
一
と
す
へ
し

一
休
誠
様
休
心
様
数
年
来
御
丹
誠
之
上
主
人
た
る
も
の
心
得
方
之
御
書
も
の
取
揃
へ
置
候
間
、
こ
れ
を
毎
日
拝
見
大
切
ニ
相
守
り
可
被
成
候
、
毎
日
見
居

候
得
者
自
然
其
意
味
相
訳
り
申
候
、
鳥
渡
見
た
斗
ニ
而
者
何
で
も
な
き
事
ニ
候
得
共
、
数
年
家
業
尓
心
労
致
し
候
上
ニ
者
、
誠
尓
有
か
た
き
御
書
物
ニ

候
一
唐
学
問
ハ
結
構
成
事
ニ
候
間
、
好
キ
尓
候
ハ
ヽ
何
程
ニ
而
も
御
習
ひ
可
被
成
、
若
シ
格
別
御
好
ニ
も
無
之
候
ハ
ヽ
其
侭
ニ
而
よ
ろ
し
く
候
間
、
休
心
様
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御
好
之
心
学
本
ニ
ハ
随
分
精
出
し
て
沢
山
ニ
毎
日
読
誦
成
さ
れ
候
事
第
一
ニ
候
、
相
応
之
家
之
主
人
た
る
も
の
是
非
共
心
学
ハ
知
り
不
申
候
而
者
家
業

長
久
無
覚
束
候
、
必
ス
匹
夫
之
勇
を
振
ひ
仁
義
を
離
れ
強
欲
商
人
抔
ニ
者
ゆ
め

く
御
成
被
成
間
鋪
候

一
親
族
を
親
ミ
近
隣
を
恵
ミ
其
外
難
渋
人
同
病
人
等
へ
真
実
心
を
以
成
た
け
恵
ミ
可
申
儀
、
た
と
へ
門
ト
立
之
非
人
た
り
共
難
渋
体
之
者
へ
ハ
随
分
相
応

ニ
恵
ミ
可
申
事
ハ
、
不
自
由
な
く
暮
し
居
候
者
あ
た
り
ま
へ
の
勤
め
ニ
て
候
間
、
無
慈
悲
ニ
取
扱
候
事
ハ
大
な
る
陰
悪
ニ
候

一
店
大
家
松
本
御
氏
之
儀
者
弥
々
以
真
実
大
切
ニ
相
心
得
可
被
成
候
、
御
代
之
内
ニ
も
宗
左
衛
門
様
と
申
遣
し
候
御
方
別
而
大
切
也
、
御
墓
大
切
ニ
拝
礼

可
被
成
候
、
猶
後
代
永
々
之
内
ニ
者
如
何
様
之
御
方
も
可
有
之
哉
難
斗
、
譬
何
様
不
実
之
御
方
有
之
候
共
、

様
之
御
主
人
ニ
候
ハ
ヽ
店
相
続
之
中
者

御
先
代
之
御
恩
を
思
ひ
決
而
軽
蔑
ヶ
間
鋪
事
無
之
様
店
中
へ
申
合
、
大
切
ニ
御
取
扱
可
致
候

一
御当

本地

家
方
帳
面
表
治
兵
衛
、
借
財
莫
太
心
配
ニ
候
得
共
、
同
人
一
生
持
損
じ
候
身
台
（
代
）

A
迚
茂
返
済
無
覚
束
候
間
、
乍
不
調
法
年
来
御
奉
公
真
似
方
致

し
居
候
其
料
と
し
て
、
出
店
上
納
金
口
之
内
ニ
而
も
御
引
落
シ
帳
消
ニ
被
成
下
度
願
上
候

一
拙
者
方
相
談
之
儀
者
清
兵
衛
殿
お
し
つ
と
の
ニ
て
御
立
可
被
下
候
、
家
株
之
儀
者
先
規

御
店
預
ケ
ス
ノ
両
之
内
イ
ノ
両
迄
置
、
残
り
ヱ
ノ
両
ニ
改
、

年
々
利
足
頂
戴
、
其
外
前
原
店
仕
入
金
ヱ
ノ
両
ニ
相
成
候
節
、
店
分
ケ
致
し
、
其
分
ケ
金
高
改
メ
同
店
へ
預
ケ
金
ニ
致
し
、
年
々
利
足
取
歟
、
又
者
元

金
正
請
取
歟
、
其
節
之
実
談
次
第
、
扨
又
清
兵
衛
殿
廿
五
才
A
三
拾
五
才
迄
年
々
イ
ト
両
宛
役
料
丗
六
才
A
四
十
五
才
迄
タ
ト
両
宛
同
断
、
但
し
是
者

御
店
不
相
替
繁
昌
之
上
之
事
也
、
四
拾
五
才
A
後
ハ
又
々
御
相
談
之
上
、
同
人
子
供
多
分
出
来
候
様
之
節
者
随
分
相
応
之
手
当
無
之
候
而
者
、
当
地
ニ

而
年
々
少
々
宛
も
家
徳
を
殖
候
事
出
来
申
間
鋪
候
、
お
し
つ
事
も
女
子
な
が
ら
御
店
ニ
功
立
有
之
候
、
休
心
様
之
壱
人
娘
ニ
候
間
、
此
儀
御
心
得
可
被

下
候
、
清
兵
衛
殿
事
是
非
共
長
ク
御
店
勤
被
致
候
様
可
然
存
候
、
万
一
其
時
之
模
様
ニ
依
而
外
へ
酒
造
出
店
等
被
致
候
ハ
ヽ
、
株
金
ハ
其
侭
ニ
而
御
店

A
出
店
并
合
ニ
仕
入
金
御
貸
可
被
下
候
、
併
過
分
之
大
金
抔
相
企
候
ハ
ヽ
相
成
丈
差
押
へ
、
無
拠
候
ハ
ヽ
株
金
ニ
手
を
付
ケ
可
被
成
候
儀
も
可
然
候
得

共
、
左
様
之
節
御
店
中
ニ
而
能
々
御
相
談
当
地
親
類
へ
も
御
相
談
可
然
候

一
新
七
事
近
年
之
中
世
帯
持
せ
可
申
候
、
左
候
ハ
ヽ
当
地
賄
方
弥
々
相
増
、
本
家
A
助
成
及
ひ
不
申
候
間
、
同
人
身
状
相
定
り
候
ハ
ヽ
年
々
ト
両
ツ
ヽ
給

金
と
し
て
国
本
へ
手
伝
ひ
、
三
十
才
余
ニ
も
相
成
酒
造
出
店
之
相
手
も
有
之
候
ハ
ヽ
歩
乗
出
勤
可
然
歟
、
又
者
国
本
ニ
而
小
商
買
（
マ
マ
）歟
、
右
両
様
可
然

存
候
、
御
店
ニ
四
十
近
ク
迄
置
候
事
不
為
と
存
候
、
慥
ニ
見
抄

（
マ
マ
）候
事
有
之
候
間
申
置
候
、
同
人
事
三
十
四
五
才
迄
本
店
ニ
出
精
辛
抱
被
致
候
ハ
ヽ
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家
株
金
助
成
可
然
哉
ニ
存
候
、
是
ハ
休
善
様
へ
之
御
奉
納
ニ
候
、
外
ニ
何
も
同
縁
者
無
之
候
、
同
家
事
都
合
ル
ノ
両
株
金

ニ
相
成
申
候
、
清
兵
衛
方
之
手
当
と
ハ
格
別
相
違
ニ
候
得
者
、
人
之
論
判
も
如
何
ニ
候
得
共
、
清
兵
衛
儀
者
治
兵
衛
名

捨
蔵
殿
弟
分
ニ
而

跡
之
上
、
お
し
つ
之
訳
も
相
兼

候
事
故
格
別
ニ
候
、
猶
行
々
ハ
捨
蔵
殿
之
御
了
簡
も
可
有
之
候
、
尚
又
右
申
置
候
前
原
店
此
後
不
行
立
ニ
而
歩
乗
上
納
も
出
来
不
申
候
ハ
ヽ
、
御
本
店

万
覚
帳
矢
喜

（
矢
尾
喜
兵
衛
）殿
口
分
家
用
意
金
之
内
ニ
而
清
兵
衛
へ
分
ケ
金
御
見
斗
可
被
下
候
、
何
事
も
拙
者
私
意
之
取
斗
之
積
り
ニ
而
者
無
之
、
休
心
居
士
之
御

存
念
を
押
斗
り
て
之
事
ニ
候
、
愚
拙
儀
者
妾
腹
之
女
子
壱
人
是
と
て
も
父
兄
へ
対
し
可
被
申
儀
ニ
而
者
無
之
候
程
之
小
事
ニ
候
得
共
、
乍
恐
人
情
之
有

様
ニ
候
間
聊
後
段
ニ
申
置
候

一
楡ニ

レ

木
店
儀
本
店
入
金
無
利
足
御
恩
金
分
、
明
年
A
追
々
当
用
口
江
付
廻
し
利
足
付
ニ
可
被
成
候
、
尚
又
弥
々
可
也
之
勘
定
出
来
候
ハ
ヽ
多
少
共
両
家
へ

上
納
可
然
候
、
其
上
ニ
而
仕
入
金
ワ
ノ
両
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
店
分
ケ
致
し
其
金
高
改
、
預
ケ
金
ニ
致
一
札
受
取
置
年
々
利
足
取
歟
、
又
者
正
受
取
歟
、
但

し
右
店
分
ケ
之
節
ツ
ノ
両
武
助
乍
未
熟
生
涯
心
配
之
料
と
し
て
同
人
方
へ
御
渡
し
可
被
下
候
、
但
し
是
ハ
月
普
請
物
并
ニ
諸
道
具
帳
を
兼
候
事
ニ
候

一
小
ヶ
谷
店
儀
本
店
無
利
足
物
是
又
当
年
A
五
ヶ
年
ニ
当
用
口
へ
操
廻
し
可
被
成
、
右
相
済
候
ハ
ヽ
先
規
通
半
乗
合
相
定
被
遣
候
様
可
然
存
候
、
但
し
此

店
店
分
ケ
之
儀
ハ
拙
者
了
簡
尓
取
斗
兼
申
候
間
、
後
年
主
人
之
御
思
召
次
第
、
但
し
何
日
迄
も
乗
合
と
申
儀
ハ
甚
タ
道
理
ニ
違
候
様
ニ
愚
案
候
間
、
御

本
店
さ
へ
不
相
替
候
ハ
ヽ
随
分
御
仁
心
可
然
存
候

一
大
坂
屋
店
半
分
本
家
持
之
分
西
岡
清
助
へ
相
譲
り
、
同
人
事
永
ク
本
店
後
見
可
然
候
、
但
し
本
店
後
見
拾
年
ニ
タ
ト
両
、
扨
西
岡
氏
之
儀
者
申
迄
も
無

之
候
得
共
、
三
代
之
勤
労
ニ
而
当
代
ハ
是
非
共
出
店
持
ニ
致
し
、
奉
公
抄
（
マ
マ
）ケ
可
被
致
筈
ニ
候
得
共
、
時
之
廻
り
合
せ
無
拠
候
間
、
御
店
帳
本
慥
成
後
見

出
来
候
迄
ハ
、
見
抜
ケ
出
来
不
申
間
鋪
候
、
此
人
儀
者
若
輩
A
休
心
様
御
心
ニ
叶
ひ
、
誠
義
篤
実
故
見
体
A
ハ
気
量
大
ニ
相
勝
れ
候

一
前
原
店
追
々
繁
昌
ニ
及
候
ハ
ヽ
重
畳
ニ
候
得
共
、
万
一
不
引
立
ニ
而
弥
々
衰
微
ニ
も
及
ビ
国
本
難
渋
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
本
店
預
ケ
金
タ
ノ
両
之
外
ニ
イ

ノ
両
相
増
都
合
ワ
ノ
両
ニ
致
し
遣
し
可
被
成
候
、
和
平
殿
存
生
之
中
者
万
事
不
自
由
無
之
様
御
心
付
ケ
可
被
成
候
、
此
仁
儀
者
休
誠
様
御
老
体
ニ
而
店

勤
御
止
被
成
候
節
、
御
相
続
人
休
心
様
十
六
才
二
子
治
兵
衛
十
四
才
也
、
右
之
通
幼
少
中
休
誠
様
御
丹
誠
之
店
法
無
難
ニ
相
続
、
弥
増
繁
昌
ニ
及
候
儀

者
代
々
之
御
陰
徳
ハ
勿
論
、
右
和
平
之
勤
功
ニ
よ
る
と
こ
ろ
尓
候
間
、
此
儀
を
相
弁
ヘ
居
可
被
成
候

一
久●
店
善
助
支
配
中
弥
々
繁
永
ニ
及
ひ
候
ハ
ヽ
、
前
原
店
之
振
合
を
以
見
斗
ひ
店
分
ケ
可
然
候
、
此
人
儀
勤
功
ニ
誇
り
近
年
我
侭
之
振
舞
、
且
又
身
分

タ
ノ
両

但
し
御
店
無
難
之
上
之
事
也
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之
出
世
を
あ
せ
り
候
事
病
ひ
之
様
ニ
相
成
、
種
々
心
替
り
ニ
而
頓
と
落
付
兼
候
間
何
事
茂
取
押
ヘ
置
候
得
共
、
此
後
能
々
落
付
久●
店
精
々
丹
誠
候
共
、

行
立
不
申
候
ハ
ヽ
此
店
本
店
持
ニ
い
た
し
、
当
人
儀
ハ
又
々
外
商
売
た
り
と
も
本
店
之
不
為
ニ
不
成
様
之
儀
見
立
遣
し
申
度
候
、
若
又
弥
々
不
運
ニ
而

何
事
も
行
立
不
申
、
当
人
病
身
ニ
も
相
成
国
方
ニ
而
も
外
ニ
暮
し
方
之
手
当
も
無
之
候
ハ
ヽ
、
本
店
預
り
金
タ
ノ
口
ヘ
又
イ
ノ
両
相
添
都
合
ワ
ノ
両
ニ

致
し
遣
し
可
被
成
候
、
此
人
儀
も
若
輩
A
身
持
正
敷
見
せ
二
番
役
之
頃
A
帳
本
支
配
中
迄
勤
功
大
ニ
候
間
、
右
之
通
り
愚
案
ニ
候

一
堀
村
音
兵
衛
事
帳
本
支
配
手
伝
并
ニ
質
方
弥
々
出
精
有
之
候
ハ
ヽ
、
当
人
五
拾
才
迄
ニ
タ
ノ
両
家
株
金
遣
し
、
此
利
足
ト
ワ
両
年
々
給
金
之
外
ニ
遣
し

度
候
、
其
外
も
弥
々
老
年
迄
相
勤
候
ハ
ヽ
又
々
何
程
歟
御
勘
考
可
被
成
候

一
御
店
不
相
替
候
ハ
ヽ
宗
助
松
兵
衛
始
若
者
共
追
々
年
功
ニ
随
ひ
先
輩
之
見
競
を
以
御
取
斗
可
被
成
候
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